
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
受
領

答
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第
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号
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質
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七
四
第
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〇
七
号

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
の
鳩
山
内
閣
の
対
応
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
の
鳩
山
内
閣
の
対
応
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

団
体
の
意
見
の
申
入
れ
先
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
自
身
が
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

特
定
放
射
性
廃
棄
物
（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
最

終
処
分
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
最
終
処
分
さ

れ
る
ま
で
の
間
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
又
は
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
管
理
の
事

業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
施
設
に

お
い
て
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
が
管
理
さ
れ
て
い
る
の
は
、

青
森
県
六
ヶ
所
村
所
在
の
日
本
原
燃
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
燃
」
と
い
う
。
）
の
施
設
及
び
茨
城
県
東
海
村
所
在
の
独

立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
施
設
で
あ
る
が
、
管
理
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
政
府
と
し
て
、

一



地
元
の
理
解
の
獲
得
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
イ
ギ
リ
ス
の
再
処
理
事
業
者
か
ら
代
替
取
得
（
最
終
処

分
法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
代
替
取
得
」
を
い
う
。
）
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
第
一
種
特
定
放
射
性

廃
棄
物
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
「
第
一
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
」
を
い
う
。
）
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
事
業
者
か
ら

返
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
「
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
」
を
い

う
。
）
の
最
終
処
分
ま
で
の
間
の
管
理
を
、
日
本
原
燃
が
青
森
県
六
ヶ
所
村
所
在
の
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

現
在
、
日
本
原
燃
、
電
気
事
業
連
合
会
及
び
政
府
か
ら
青
森
県
及
び
六
ヶ
所
村
に
対
し
、
要
請
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。な

お
、
御
指
摘
の
「
申
入
書
」
及
び
「
公
開
質
問
状
」
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
知
事
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

二


